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1
特記仕様書「4-2 配置技術者の工
事経験」

　競争参加資格確認申請書において配置技術者の氏名記載を求められて
おりませんが、特記仕様書「4-2 配置技術者の工事経験」に配置技術者に
必要な工事経験が定められています。
　契約後に配置技術者を届け出る際に、配置技術者の経験工事の完成・
引き渡し時期は、下記①～③の何れの制約を受けるのか、ご教示願いま
す。
①公告日時点で、配置技術者の経験工事の完成・引き渡しが完了している
必要がある。
②審査基準日（競争参加資格確認申請書の提出期間の最終日）時点で、
配置技術者の経験工事の完成・引き渡しが完了している必要がある。
③配置技術者を現場に配置する前までに、配置技術者の経験工事の完
成・引き渡しが完了していれば良い（例えば、入札日～契約日までの問に、
経験工事の完成・引き渡しが完了していれば、配置技術者として認められ
る)。

配置技術者の工事経験については、本件工事の工期の開始の日までに、完成及び引き
渡しが完了している必要があります。


